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（良質かつ適切な医療の提供） 

第六十条第六十条第六十条第六十条    指定自立支援医療機関は、指定自立支援医療を提供するに当たっては、支給認定に係

る障害者等の心身の障害の状態の軽減を図り自立した日常生活又は社会生活を営むために良質か

つ適切な医療を厚生労働大臣が定めるところにより提供しなければならない。 

 

（変更の届出を行うべき事項） 

第六十一条第六十一条第六十一条第六十一条    法第六十四条に規定する厚生労働省令で定める事項は、指定自立支援医療機関が病

院又は診療所であるときは第五十七条第一項各号（第一号、第五号及び第九号を除く。）に掲げる

事項とし、薬局であるときは同条第二項各号（第一号、第五号及び第六号を除く。）に掲げる事項

とし、指定訪問看護事業者等であるときは同条第三項各号（第一号、第五号及び第六号を除く。）

に掲げる事項とする。 

 

（変更の届出） 

第六十二条第六十二条第六十二条第六十二条    指定自立支援医療機関の開設者等（法第五十九条第一項の規定に基づき指定を受け

た病院若しくは診療所若しくは薬局の開設者又は指定訪問看護事業者等をいう。次条及び第六十

四条において同じ。）は、前条の事項に変更があったときは、法第六十四条の規定に基づき、変更

のあった事項及びその年月日を、速やかに当該指定自立支援医療機関の所在地（当該指定自立支

援医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に係る訪問看護ステーション等の所

在地をいう。以下同じ。）の都道府県知事に届け出なければならない。 

 

（届出） 

第六十三条第六十三条第六十三条第六十三条    指定自立支援医療機関の開設者等は、次の各号に掲げる場合には、速やかに当該指

定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に届け出るものとする。 

一 当該医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したとき。 

二 医療法第二十四条、第二十八条若しくは第二十九条、健康保険法第九十五条、介護保険法第

七十七条第一項又は薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第七十二条第四項若しくは第七十

五条第一項に規定する処分を受けたとき。 

 

（指定辞退の申出） 

第六十四条第六十四条第六十四条第六十四条    法第六十五条の規定に基づき指定を辞退しようとする指定自立支援医療機関の開設

者等は、その旨を、当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならな

い。 
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